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この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。 
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  ※【別紙】につきましては、長野市ホームページからご覧ください。  

長野市介護保険フレッシュ情報 
 

 V o l .５６３ 

介 護 保 険 課 

長野市ホームページでもご覧いただけます。 
長野市トップページ＞ＭＥＮＵ＞健康・医療・福祉 

高齢者福祉・介護＞介護保険＞長野市介護保険フレッシュ情報 
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介護予防通所介護相当サービスにおける口腔機能向上サービスについて 

 
介護予防通所介護相当サービスにおける、口腔機能向上サービスに関して、下記のとおり問い

合わせがありました。留意事項や手順につきましては、下記の通知を参考に実施をお願いします。 

 

〔質問〕 

口腔・栄養スクリーニングから、口腔機能向上サービスまでは、どのような流れになるのか 

〔留意事項及び手順等〕 

１ 老認発 0319 第３号 第２の３(7)、第２の３(11) 

「介護保険法施行規則第 140 条の 63 の２第 1 項第 1 号に規定する厚生労働大臣が定める基

準の制定に伴う実施上の留意事項について」（介護保険最新情報 Vol.944） 

２ 老認発 0316 第２号 老認発 0316 第３号 第６、第８ 

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（介護保険最新情報 Vol.936） 

               

地域包括ケア推進課 

                       ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７３(直通) 

 

 

 

 
令和５年度移行支援加算に関する届出について 

 

標記については、指定訪問リハビリテーション事業所及び、指定通所リハビリテーション事業

所宛てに、ご登録いただいているＥ－ｍａｉｌアドレスに２月27日付で通知を送信しています。 

改めて通知等を確認いただき、取り扱いに遺漏なきようお願いいたします。 

なお、通知を確認できない場合は、高齢者活躍支援課へご連絡ください。 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 

 

 

 
 

看護体制強化加算の経過措置の届出について 

 

標記については、指定訪問看護事業所及び、指定介護予防訪問看護事業所宛てに、ご登録いた

だいているＥ－ｍａｉｌアドレスに２月27日付で通知を送信しています。 

改めて通知等を確認いただき、取り扱いに遺漏なきようお願いいたします。 

なお、通知を確認できない場合は、高齢者活躍支援課へご連絡ください。 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 
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介護保険事業者の指定について  
 

新たに指定された介護保険事業者のうち、長野市を営業地域とする事業者についてお知らせ

します。 

 

令和５年３月１日付け指定分 

 

□訪問介護 

 

□第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス） 

 
問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 

 
 
 

令和５年度介護支援専門員研修の申込開始について 

 
標題の件について、長野県介護支援課から案内がありましたのでお知らせします。 

申込をされる場合は、以下のホームページを確認の上、４月10日（月）までに申し込みをお願

いします。 

 

＜社会福祉法人長野県社会福祉協議会ホームページ＞ 

http://www.nsyakyo.or.jp/news/2023/03/5-2.php 

 

 

問い合わせ先：介護保険課給付担当  
ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７１（直通）  

介護保険事業者番号 ２０７０１０７６６５ 

事業所名称 ウェルネスライフ北長野 

事業所所在地 長野市南堀 477番地１ ＯＳビルⅡ 102 

事業所電話番号 026-217-0541 事業所FAX番号 026-217-0542 

開設者の名称 
有限会社ウェルネ

スライフ 
営業日 年中無休 

営業時間 ９：00～17：30 訪問介護員数 ５ 

通常の事業実施地域 長野市、須坂市、小布施町、高山村、中野市 

介護保険事業者番号 ２０７０１０７６６５ 

事業所名称 ウェルネスライフ北長野 

事業所所在地 長野市南堀 477番地１ ＯＳビルⅡ 102 

事業所電話番号 026-217-0541 事業所FAX番号 026-217-0542 

開設者の名称 
有限会社ウェルネ

スライフ 
営業日 年中無休 

営業時間 ９：00～17：30 訪問介護員数 ５ 

通常の事業実施地域 長野市、須坂市、小布施町、高山村、中野市 

http://www.nsyakyo.or.jp/news/2023/03/5-2.php
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生活保護受給開始及び廃止時における利用者負担額減免申請について 

 

新たに生活保護を受給し始めた、または今まで生活保護を受給していたが廃止になった被保

険者で、特定入所者介護サービス（負担限度額）や社会福祉法人等による利用者負担額軽減を

受けている場合、利用者負担段階等が変わるため、改めて申請いただく必要があります。 

また、介護保険課のシステムに生活保護受給情報が反映されるのに、１か月前後必要となる

ため、生活保護受給開始または廃止による申請を行う場合は、その旨を添えてご提出をお願い

いたします。 

正確な審査や給付のため、ご協力をお願いいたします。 

 

    問い合わせ先：介護保険課給付担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７１（直通） 

 

 

 

令和４年度長野市高齢者虐待防止講演会 動画配信 

「ずっといっしょにいるために～穏やかな親子・夫婦関係づくり～」のご案内 

 

介護者の介護疲れやストレスから、虐待が起こる案件が多く、介護者の脳が疲弊し感情のコン

トロールが難しく、突発的に手が出てしまっている背景が窺えます。 

長野市では、高齢者虐待の防止に関する啓発の一環として、介護者を対象として、ストレスを

ため込まない事で心の負担軽減を図る動画を作成いたしました。 

３月 31 日までの期間限定で動画配信をしています。 

高齢者虐待の防止のため、支援者の皆さんから“高齢者の介護を頑張っている介護者”の皆さ

んに動画のご紹介をしていただきたくお願いいたします。 

 

〇配信期間 

令和５年３月 31 日まで 

 

〇講師 

本木由子（モトキユウコ）先生 

ストレスケア・カウンセラー、バランスセラピー講師、ＢＴＵ栗田教室長 

 

〇動画  

  
＊理論編    25 分程度       ＊実技編    32 分程度 
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〇動画の視聴方法  
動画には以下のＵＲＬにアクセスしてもらうか、ＱＲコードを読み込んでいただき、  
ご視聴を下さい。  
https://www.city.nagano.nagano.jp/n101200/contents/p006065.html 

    
 
 
※別紙１のとおり介護者向けのチラシも作成いたしましたので、ご紹介の際にご活用下さい。  
 

問い合わせ先：地域包括ケア推進課  
          ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７３(直通) 

   
 

 

対面による介護認定審査会の再開について 
 

介護認定審査会を運営する長野広域連合では、新型コロナウイルス感染拡大防止の臨時的な

措置として令和４年８月から審査方式を「書面による審査」で実施していますが、令和５年４月

の審査会から「対面審査」を再開することになりました。 

なお、今後新たに感染拡大が生じ、警戒レベル３以上への引上げが生じた場合は、再度書面に

よる審査の実施を再検討するとのことです。 

 

 

問い合わせ先：介護保険課認定担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－７８９１（直通） 

 

 

 

 介護保険最新情報について 

 

 厚生労働省老健局から以下のとおり介護保険最新情報が出ております。  
 厚生労働省等のホームページで確認の上、ご対応をお願いします。 
 

【介護保険最新情報 vol.1128】 

令和４年度地域づくり加速化事業市町村支援に係る報告会の開催について 

【介護保険最新情報 vol.1129】 

「厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準及び介護保険法施行令第三十七条

の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示」の告示及び適用に

ついて（通知） 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101200/contents/p006065.html
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【介護保険最新情報 vol.1130】 

新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項

について（その３） 

【介護保険最新情報 vol.1131】 

東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等に

ついて 

【介護保険最新情報 vol.1132】 

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について 

【介護保険最新情報 vol.1133】 

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算

に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護
支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知
らせしていく予定です。 

業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電
話またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《  問い合せ先  》長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

